
 

 

 

那覇市立小中学校無線ネットワーク環境調査業務委託契約書 
 

 

 

 那覇市（以下「発注者」という。）と＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「受注者」という。）は、

下記の業務（以下「本業務」という。）について、対等な立場における合意に基づいて委託契

約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

１．業務の名称：那覇市立小中学校無線ネットワーク環境調査業務委託契約 

 

２．履行期間：契約締結日から令和８年１月３１日まで 

 

３．委託料：委託料は、上記の履行期間に係る総額として、金＿＿＿＿＿円に法令所定の 

消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする 

 

４．契約保証金：那覇市契約規則第３０条第１項第９号により免除 

 

５．業務の内容：那覇市立小中学校無線ネットワーク環境調査業務委託契約 仕様書のとおり 

 

６．特約事項：個人情報の取扱いを定める特約 

発注者は、委託料の支払い等の契約に基づく行為については、すべて受注者の代表者を相手

方とする。 

受注者は第２条に定める協議等については当該代表者を通じて行わなければならない。 

本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和 ７ 年   月  日 

 

 

 

発注者 那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市 

那覇市長  知念 覚 

 

 

 

受注者 

 

 

  

（案） 



 

 

契約条項 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、本業務を

那覇市立小中学校無線ネットワーク環境調査業務委託契約仕様書（以下「仕様書」とい

う。）に従い誠実に履行しなければならない。 

２ 受注者は、本業務を契約書記載の履行期間、履行するものとし、発注者は、その委託料

を第１４条の規定により支払うものとする。 

３ 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務委託を履

行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 

 

（協議等の書面主義） 

第２条 この契約書に定める、協議、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除

等（以下「協議等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、

前項に規定する協議等を口頭で行うことができる。この場合において、当該協議等の内容

を書面に記載し、速やかにこれを相手方に交付するものとする。 

 

（業務計画書等の提出） 

第３条 受注者は、この契約締結の日から１４日以内に、業務計画書を、発注者に提出しな

ければならない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から１４日以内

に、受注者に対してその修正を請求することができる。 

３ 発注者は、履行期間又は仕様書が変更された場合、必要があると認めるときは、受注者

に対して業務計画書の再提出を請求することができる。 

４ 前項の場合において、第１項中「この契約締結の日」とあるのは「当該請求があった日

から」と読み替えて、第１項及び第２項の規定を準用する。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第４条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継

させてはならない。 

２ 受注者は、本業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その

他の担保の目的に供してはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第５条 受注者は、本契約について、第三者に委託することはできない。ただし、あらかじ

め発注者の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。当該第三者が更に第三者に委

託する場合、それ以降の場合（以下第三者を総称して「再委託先」という。）も同様とす

る。 

２ 受注者は、前項ただし書の規定により発注者の承諾を得ようとする場合、再委託先の名

称及び住所、再委託の理由、再委託の内容、再委託先が取り扱う情報、再委託先に対する

監査の方法等を発注者に書面により通知するものとする。なお、発注者から受けた承諾の

内容を変更しようとする場合も同様とする。 

３ 受注者は、再委託先との間で、再委託にかかる業務を遂行させることについて、本契約

に基づいて受注者が発注者に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約

を締結するものとする。 

４ 受注者は、再委託先の履行について、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負う。 



 

 

（機密の保持） 

第６条 受注者及び受注者の従業員は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又

は他の目的に委託してはならない。 

２ 受注者は、発注者から提供された機密情報（有形無形を問わず、この契約の履行を行う

上で得られた情報等（本契約に関連して発注者から受注者へ提供された営業上、業務上、

人事上その他すべての情報を含む）をいう）について、那覇市教育セキュリティーポリシ

ー（令和５年３月３１日策定）に準じて取り扱い、善良なる管理者の注意をもってその機

密を保持するものとする。 

３ 受注者は、機密情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製、

改変が必要なときは、事前に発注者から書面による承諾を受けなければならない。 

４ 本条の規定は、この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。 

５ 受注者は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）、那覇市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年那覇市条例第５号）、

那覇市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則（令和５年那覇市規則第１０号）を

遵守するとともに、「個人情報の取扱いを定める特約」（別添）に基づき個人情報の流出

に万全を期すものとする。 

 

（統括管理者） 

第７条 発注者は、本業務を統括する管理者（以下「統括管理者」という。）を定め、その

氏名を受注者に通知しなければならない。統括管理者を変更したときも、同様とする。 

２ 統括管理者は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権

限とされる事項のうち発注者が必要と認めて統括管理者に委任したもののほか、次に掲げ

る権限を有する。 

（１） この契約の履行に関する協議 

（２） この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承

諾又は回答 

（３） 本業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況

の調査 

３ 発注者は、２名以上の統括管理者を置く場合であって、前項の権限を分担させたときは

それぞれの統括管理者の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、統括管理者を経由して

行うものとする。この場合においては、統括管理者に到達した日をもって発注者に書面の

提出があったものとみなす。 

 

（従事者） 

第８条 受注者は、本業務に従事する者（以下「従事者」という。）を発注者に書面にて届

け出なければならない。従事者を変更したときも同様とする。 

２ 受注者は、前項の規定による届出に際して業務上知り得た個人情報及び業務上使用した

データの適切な取り扱いその他現場従事者が遵守すべき事項を記載した誓約書を、全ての

従事者に提出させなければならない。 

 

（従事者に対する措置の請求） 

第９条 発注者は、従事者がその業務の実施につき著しく不適当と認めるときは、受注者に

対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで

きる。 

２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

請求を受けた日から１０日以内に発注者に報告しなければならない。 



 

 

３ 受注者は、統括管理者がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、発注者に

対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで

きる。 

４ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

請求を受けた日から１０日以内に受注者に報告しなければならない。 

 

（権利の侵害等） 

第１０条 受注者は、本業務委託を履行するにあたり、第三者の権利を侵害しないよう留意

するとともに、受注者が発注者のために作成した成果物及び役務の提供の結果について第

三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と負担において処理、解決するものとする。 

 

（条件変更等） 

第１１条 受注者は、本業務委託を履行するにあたり、次の各号のいずれかに該当したとき

は、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 

（１） 仕様書、質問回答書及び現場説明時の質問回答書が一致しないとき（これらの優先

順位が定められている場合を除く。）。 

（２） 仕様書に誤謬又は脱漏があるとき。 

（３） 仕様書の表示が明確でないとき。 

（４） 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すると

き。 

（５） 仕様書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態

が生じたとき。 

２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発

見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注

者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果をとりまとめ、調査終了後１４日以内に、

その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを

得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長する

ことができる。 

４ 発注者は、前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、

必要があると認めるときは、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 

 

（仕様書等の変更） 

第１２条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受注者と

協議の上、仕様書等を変更することができる。 

 

（検査及び監査） 

第１３条 受注者は、仕様書に定めた調査が完了したときは、その旨を発注者に報告しなけ

ればならない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、

前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた日から１０日以内に業務の完了

を確認（以下「検査」という。）しなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけれ

ばならない。この場合においては、修補の完了をもって前２項の規定を準用する。 

４ 発注者は、前３項に掲げるもののほか、本業務委託契約の目的の達成に支障を生じる恐

れがあると認めた場合は随時報告又は資料の提出を求めることができる。 

 



 

 

（委託料の支払） 

第１４条  受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき契約代金

を請求することができる。 

２ 発注者は、第１項の規定による請求を受けたときは、受注者の履行状況を確認の上、そ

の適法な請求書を受理した日から起算して３０日以内に、第１項に定める委託料を受注者

に支払うものとする。 

３ 第２項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額に

つき、遅延日数に応じ、財務大臣決定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注

者に請求することができる。 

 

（管理責任） 

第１５条 発注者は本業務委託に用いる各種ライセンスについて適切に管理するものとし、

第三者への不正使用、複製、漏洩、紛失、改ざん等の防止に努めるものとする。 

 

（天災その他不可抗力による契約内容の変更） 

第１６条 契約締結後において、天災その他不可抗力により、受注者の役務の提供に支障が

でた場合、受注者は遅滞なく修理又は再調達等を行い復旧するものとする。 

２ 甚大な被害の状況で復旧に多額の費用が掛かる場合等の合理的な理由がある場合には、

発注者受注者協議のうえ、契約を解除することができる。 

 

（協働と役割分担） 

第１７条 発注者及び受注者は、本件業務の円滑かつ適正な遂行のため、発注者受注者又は

関係人による協働作業及び各自の分担作業が必要とされていることを認識し、これら作業

を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対し誠意をもって協力するものと

する。 

２ 発注者受注者双方による共同作業及び各自の分担作業は、発注者受注者協議のうえ別に

定めるものとする。 

３ 発注者及び受注者は、共同作業及び各自の実施すべき分担作業に遅延又は不実施があっ

た場合、それにより相手方に生じた損害の賠償を含めてかかる遅延または不実施について

相手方に対し責任を負うものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第１８条 発注者は、役務の履行等が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない

もの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補による

履行の追完を請求することができる。ただし、当該契約不適合が発注者の責めに帰すべき

事由によるものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発

注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができ

る。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当な期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間

内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す

ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、

直ちに代金の減額を請求することができる。 

（１） 履行の追完が不能であるとき。 

（２） 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３） 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしな



 

 

いでその時期を経過したとき。 

（４） 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見

込みがないことが明らかであるとき。 

 

（契約不適合責任期間等） 

第１９条 発注者は、役務の履行の検査の際に契約不適合があることを知った時から１年以

内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完、損害賠償の

請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をす

ることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求

等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６

項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者

に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法

による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、

民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに

は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

６ 契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を

理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図の不適当であるこ

とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 

（発注者の催告による解除権） 

第２０条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（１） 正当な理由なく、業務等に着手すべき期日がすぎても業務等に着手しないとき。又

は業務等開始日後相当の期間内に役務の履行をする見込みがないと認められるとき。 

（２） 正当な理由なく、第１９条の履行の追完がなされないとき。 

（３） 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた発注者の

損害の賠償を受注者に請求することができる。 

３ 発注者は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害が生じて

も、その 責を負わないものとする。 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第２１条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解

除することができる。 

（１） 第４条の規定に違反し、この契約によって生ずる債権を第三者に譲渡し、承継させ、

又は担保の目的に供したとき。 

（２） 役務の提供ができないことが明らかであるとき。 

（３） 受注者が役務の提供を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（４） 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達

することができないとき。 



 

 

（５） 役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその

時期を経過したとき。 

（６） 破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自ら

これらを申し立てたとき。 

（７） 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売申立て又は公租公課滞納

処分を受けたとき。 

（８） 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。 

（９） 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 

（１０） 受注者に重大な過失又は背信行為があったとき。 

（１１） この契約の締結又は履行にあたり、受注者又はその代理人に不正の行為があった

とき。 

（１２） 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号におい

て同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を委託するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

 

（契約が解除された場合の違約金） 

第２２条 前２条の規定により契約が解除された場合には、受注者は、委託料の総額の１０

０分の１０に相当する額を、違約金として発注者の指定する期日までに支払うものとする。 

 

 （受注者の催告による解除） 

第２３条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であ

るときは、この限りでない。 

 

（受注者の催告によらない解除） 

第２４条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

（１） 第１２条の規定により契約内容を変更したため委託料が３分の２以上減少したとき。 

（２） 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 

２ 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損

害の賠償を発注者に請求することができる。 

 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第２５条 第２３条又は第２４条１項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるも

のであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることはできない。 

 

（合意による解除） 



 

 

第２６条 発注者又は受注者は、本契約の規定によるもののほか合意によりこの解除をする

ことができる。この場合において相手方に対し１ヵ月前までに解除の申出をしなければな

らない。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による契約の解除により相手方に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

 

（紛争の解決） 

第２７条 本契約に関し生じた契約当事者間の紛争については、発注者の所在地を管轄する

裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（補則） 

第２８条 この契約書に定めのない事項については、発注者受注者協議して定める。



 

 

別添（６条関係） 

 

個人情報の取扱いを定める特約 

 

（目的） 

第１条 本特約は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条の規

定に基づき、情報通信ネットワーク、情報システムの開発及び保守、セキュリティ関連を

含む情報システム関連業務全般にわたる業務委託に関して、個人情報の取扱いについて共

通する事項を定めることにより、個人情報の流出防止をはじめとする保護を実現すること

を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 個人情報 氏名や住所、電話番号及び家族構成など市が管理する個人に属する情報

をいう。 

（２） 受託者 個人情報を取り扱う業務の処理の委託を受けた者をいう。 

（３） ログ コンピュータの委託状況の記録、又は委託状況を記録するファイルをいう。 

（４） 滅失等 個人情報の滅失、破損、改ざん、漏えい及び盗用をいう。 

 

（秘密の保持） 

第３条 受注者は、本契約による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らし

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（個人情報の滅失等の防止等に関する義務） 

第４条 受注者は、個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとし、

滅失等を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

 

（個人情報の目的外委託及び第三者への提供の禁止） 

第５条 受託者は、委託業務の目的以外に個人情報を委託してはならない。ただし、法令に

基づく場合又は個人情報の保護に関する法律第６９条第２項各号に掲げる事由に該当する

場合はこの限りではない。 

２ 受託者は、業務に関連して知り得た個人情報を第三者に開示、公表、及び配布等をして

はならない。ただし、委託者から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。 

 

（個人情報処理の再委託の禁止または制限） 

第６条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託、又は請け負わせることはでき

ない。但し、市から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。 

２ 受注者が第三者に委託業務の全部又は一部を請け負わせる場合、受注者は市に対し当該

第三者の全ての行為及びその結果についての責任を負う。 

 

（個人情報の複写及び複製の禁止） 

第７条 受注者は、個人情報を委託業務の目的以外に複写及び複製してはならない。但し、

市から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。 

２ 受注者は、委託業務の目的の範囲内であっても、複写または複製を業務遂行の必要最小

限に止めなければならない。 

  



 

 

（個人情報の保護に関する立入検査の受忍義務） 

第８条 発注者は、いつでも受注者に対して個人情報の関わる管理状況を監査する権限を有

する。 

２ 発注者は、必要と認める場合には、受注者の事業所等に立ち入り、個人情報に係る安全

管理措置等の遵守状況を監査することができる。 

３ 発注者が受注者に対して個人情報保護に関わる監査を実施する場合、受注者は発注者に

協力しなければならない。 

 

（個人情報の滅失等の事故発生に関する報告義務） 

第９条 受注者は、滅失等があった場合は速やかに市へ報告しなければならない。 

２ 受注者は、滅失及び破損等があった場合は速やかにシステムのログ等から原因を特定す

るとともに、滅失等が発生した原因及び経緯に関して書面で報告しなければならない。 

 

（委託契約終了後の個人情報の返却又は廃棄） 

第１０条 受注者は、本契約終了後に発注者から要求がある場合又は法令の定めで必要があ

る場合は、直ちに発注者から預託された個人情報を発注者に返却しなければならない。た

だし、発注者から別に指示がある場合は、その指示に従って廃棄又はその他の処分をする

ものとする。 

２ 廃棄の方法は、次条の定めによるものとする。 

 

（廃棄の方法） 

第１１条 受注者は、発注者から預託された個人情報を廃棄する場合は、次の各号に定める

方法によるものとする。 

（１） 個人情報が記載されている書類等は、焼却、溶解又は微細に裁断する。 

（２） 個人情報が記録されている機器類又は電子媒体等は、専用データ削除ソフトウェア

を委託し、又は物理的に破壊する。 

（３） 個人情報ファイル中の個人情報等を削除する場合、容易に復元できない手段を採用

する。 

２ 受注者は、前項各号に定める方法により廃棄した場合は、速やかに廃棄した旨を証明す

る書面を発注者に提出しなければならない。 

 

（従事者への周知） 

第１２条 受注者は、本契約の業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、

その業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契

約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を

周知するものとする。 

 

（事故） 

第１３条 受注者において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざ

ん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、受注者

は、直ちにその旨を発注者に報告し、発注者の指示に従って、当該事故の拡大防止や収

拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに

当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により発注者に提示しなければ

ならない。 

２ 前項の事故が受注者の本特則の違反に起因する場合において、発注者が情報主体又は発

注者の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、発注者は、受注者に対し、

その解決のために要した費用（弁護士費用を含むがこれに限定されない。）を求償するこ



 

 

とができる。なお、当該求償権の行使は、発注者の受注者に対する損害賠償請求権の行使

を妨げるものではない。 

３ 第１項の事故が受注者の本特則の違反に起因する場合は、本契約第２０条又は第２１条

によって本契約が解除される場合を除き、受注者は、前２項のほか、当該事故の善後策と

して必要な措置について、発注者の別途の指示に従うものとする。 


